
インフルエンサーを活用した情報発信事業　業務委託　仕様書

1． 業務名
インフルエンサーを活用した情報発信事業 業務委託

2． 業務の目的
本業務は、那須町・白河市（以下、「両地域」という。）の共通資源であるゴルフ場等を活用した周遊観光を促進するため、インフルエンサーを起用したSNSによる戦略的な情報発信を行うことにより、両地域のイメージアップや認知度向上につなげることを目的とする。

3． 事業期間
契約締結日から令和９年３月１２日まで

4． 委託上限額
１，２００，０００円（地方税及び地方消費税を含む。）を上限とする。
※本業務の内容実施に係る全ての経費を含む。

5． 委託業務の内容
(1) 基本的な考え方
本業務の実施にあたっては、受託者は、民間事業者としての知識・経験・技術力及びコスト意識等を取り入れることを前提とし、そのうえで、インフルエンサーのキャスティング及び出演交渉、企画立案、投稿内容の確認及び補助、スケジュール調整、本業務に関する民間施設の予約、２次利用の権利処理等、最終的な効果測定及び実績報告に至るまでの一切の調整及び許認可の手続きを行うこと。
(2) インフルエンサーの選定について
①Instagramのフォロワー数10万～100万人程度を有するミドルインフルエンサーを１名以上、1万～10万人程度を有するマイクロインフルエンサーを1名以上起用すること。
②Instagramのフィード投稿またはリール投稿を週３～４回行っており、本業務に規定するタ
ーゲットに対しエンゲージメント率の高いインフルエンサーを起用すること。
この場合、YoutubeやTikTokなど複数のSNSを発信しているインフルエンサーであっても、起用可能とする。
③ミドルインフルエンサーは主にゴルフについて、マイクロインフルエンサーは主にご当地グルメや宿泊を伴う周遊について発信している者を起用すること。
④マイクロインフルエンサーについては、東北地方に居住するフォロワーを多く有し、ターゲット層に対し高いエンゲージメントを持つこと。
(3) 情報発信の内容について
両地域の観光コンテンツの認知度向上と需要喚起を促し、当地域への観光の動機付けを図るため、インフルエンサーが観光体験を行い、写真若しくは動画による情報発信を行うこと。
①観光体験については、以下のいずれかのコンテンツを含めること。
・ゴルフに関するもの（ミドルインフルエンサーは必須）
・グルメに関するもの（マイクロインフルエンサーは必須）
・温泉、宿泊施設に関するもの（マイクロインフルエンサーは必須）
・自然に関するもの
・その他観光に関するもの
②撮影及び投稿の時期等について
　・ミドルインフルエンサーについては、年度内のゴルフ場利用を促進するため、１０月末ま
でに投稿すること。
　・マイクロインフルエンサーについては、最も効果的にPRできる時期に投稿すること。
　 　　　 ・撮影する際には、１週間前までに発注者へ撮影スケジュール等の情報共有を行うととも
に、取材先へ撮影の趣旨・日程等を事前に連絡し了解を得ること。
③ターゲットについて
       ・ミドルインフルエンサーのターゲットについては、ゴルフ好きやゴルフに興味のある２０代
～５０代とし、性別・居住地は問わない。
　　　　　・マイクロインフルエンサーのターゲットについては、主に東北地方に居住しているご当地
グルメや宿泊を伴う観光スポット巡りが好きな2０代～5０代とし、性別は問わない。
(4) 画像・動画の投稿について
①画像・動画の投稿先については、インフルエンサーのInstagramアカウントとする。なお、インフルエンサーが、SNSアカウントを複数所有する場合（Instagram、X、Tiktok等）は、Instagramを含み可能な限り複数のSNSアカウントにて投稿するよう配慮すること。
②画像・動画の投稿数については、ミドルインフルエンサー１本以上、マイクロインフルエンサー３本以上で最も効果的にPRができる数とすること。
(5) 独自提案
委託料の範囲内において、インフルエンサーを活用したSNS情報発信にて両地域のイメージアップや認知度向上につながる独自の企画などがあれば提案すること。

６．投稿の目標・効果測定・実績報告について
(1) 目標
受託者は、本業務における運営目標（エンゲージメント率等）を企画提案時に明示すること。なお、最終的な運営目標は、本協議会と協議のうえ決定し、受託期間中は達成に向けて施策を講じること。
(2) 効果測定
配信した動画毎に、運営目標に対する結果を集約し検証・分析を行うこと。
SNSの投稿による誘客が確認できる場合は、その人数等も含めること。
(3) 実績報告
本業務の実施概要、実績、効果等を含む業務実績報告書を作成し提出すること。また、本業務の結果を踏まえ、今後のインフルエンサーを活用したSNS情報発信に関する効果向上の提案を行うこと。

７．成果品
(1) 提出する成果品（紙媒体及び電子媒体一式）
・実績報告書（業務実施内容及び閲覧数等の業務成果の詳細）
・情報発信の内容、回数、成果等が確認できる資料（投稿画面のコピー等）
・情報発信に使用した資料（投稿に使用した画像、映像等）
・その他、委託者が業務の確認に必要と認める書類　
(2) 納品場所
那須白河観光推進協議会事務局　白河市産業部観光課観光振興係
〒９６１－８６０２　福島県白河市八幡小路７番地１

８．著作権等の取り扱い
(1) 著作権等に関する権利については、原則受託者に帰属する。ただし、当協議会の広報及び宣伝を目的とした二次使用（SNS及びポスター、ホームページへの掲載等）のため、１人について最低１カットを無償で提供すること。
(2) 受託者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の諸権利を侵害するものではないことを保証することとし、成果物について第三者の権利を侵害した場合に生じる問題の責任は、受託者が負うものとする。
(3) 投稿は、原則として公開から１年間は削除や非公開の設定をしてはならない。
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９．その他
(1) 特記事項
・情報発信内容については、委託者と協議により決定するため企画提案による内容等を変更する場合がある。
・本仕様書は、業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載されていない事項であっても状況に応じ、本委託業務遂行上必要である業務については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
・本業務により生じるすべての成果物を市の許可なく公表及び貸与してはならない。また、本業務実施により知り得た事項を第三者に漏洩及び開示してはならない。これらのことは、本業務終了後においても同様とする。
・受託者は業務遂行にあたっては委託者と十分な協議打合せを行ったうえで、進捗状況を随時報告するものとする。
・本業務遂行にあたり、問題が生じた際は適切な措置を講じるとともに、市にその都度報告し、指示を受けること。詳細については市と別途協議する。
・本業務実施にあたり疑義が生じた場合は、市と受託者で協議を行い、業務を遂行するものとする。
(2) 担当部署
那須白河観光推進協議会事務局　白河市産業部観光課観光振興係　担当：塩井
所在地　〒９６１－８６０２　福島県白河市八幡小路７番地１
電話　０２４８－２８－５５２６
ＦＡＸ　０２４８－２４－１８４４
メールアドレス　kanko@city.shirakawa.fukushima.jp

